
　１.主　　旨 大会を通して広島県内の４種女子選手の技術向上を図るとともに参加者の交流を深める。

　２.主　　催 (公財)広島県サッカー協会

　３.主　　管 (公財)広島県サッカー協会　第４種委員会　北支部・女子部・審判部

　４.期　　日 2025年10月26日(日) 

　５.会　　場 みよし運動公園陸上競技場　　広島県三次市東酒屋１０４９３

　６.参加資格 (1)(公財)日本サッカー協会の第4種に加盟登録団体(チーム)の登録選手であること。

(2)選手の年齢は、令和8年4月1日で13歳未満であること。

(3)選手は、スポーツ傷害保険に加入していること。

　７.参加ﾁｰﾑ (公財)広島県サッカー協会　第４種委員会　各支部の女子トレセンチーム(計６チーム)

≪広島支部②　福山支部①　南・西支部①　北支部①　尾三支部①≫

　８.大会規定 2024/2025　(公財)日本サッカー協会の「8人制競技規則」に準ずる。

(1)試合形式は、3チームごとの２ブロックに分かれてのリーグ戦後、順位決定戦。

(2)試合時間は３０分(前後半１５分)としインターバルは５分以内とする。

(3)リーグ戦の順位決定方法は、リーグ戦勝ち点制(勝ち３・分け１・負け０)とする

　決しない場合は、得失点差・総得点・当該チームの対戦結果・抽選の順で順位決定する。

(4)１人審判を採用し、試合球は４号検定球を使用する。

(5)競技者の数は８人とし、選手エントリーは２０名まで登録できる。

　但し、ベンチ入りの選手人数は各支部に一任するが、１６名以内とすること。

(6)ベンチ入りした選手は全員、前後半のどちらかをフルタイム出場できるよう配慮すること。

　但し、ゴールキーパーおよび、ケガや急病などの不足の事態については、この限りではない。

(7)ピッチの大きさは、正規の半分を基準とする。ゴールは少年用を使用する。

(8)交代は自由な交代とする。但し、ＧＫはアウトオブプレー中に行う。

(9)ベンチ入りの人数は、原則として監督１・コーチ２・交代選手のみとする。

(10)交代選手のベンチでの服装は、ピッチ上の選手と見分けがつくようにする。

(11)順位決定戦において試合時間内に勝敗が決しない場合は３人ずつのPK戦を実施する。

(12)警告と退場について

　①本大会にて退場を命じられた競技者は、本大会の１試合に出場できず、それ以降の

　　処置については、第４種規律委員会で決定する。

　②本大会の異なる試合において警告を２回受けた競技者は、本大会の次の１試合に

　　出場できない。但し、本大会の終了時点で、累積の警告は消滅するものとする。

　９.諸 注 意 (1)選手証の提示は不要。但し、各支部の責任のもと、エントリー前に所属と登録番号の有無を

　チェックしたうえでメンバーエントリーすること。

(2)傷害についてはチームの責任に於いて処置すること。救急搬送が必要な場合は本部に連絡すること。

(3)対戦表の左側のチームがピッチに向かい左側ベンチとし、ユニフォームの決定権を持つ。

(4)ユニフォームについて、ＧＫユニフォームはビブス着用で代用する等、柔軟に対応する。

　アンダーシャツ・ロングスパッツの色も柔軟に対応する。(但し、チームにて揃える事)

(5)参加全チーム対象に対戦前のアイスブレイク、W-UPとして普及イベントの”みんなでレフェリー！”

　を実施する。

１０.組 合 せ 昨年度の同大会成績を踏まえて(公財)広島県サッカー協会第４種委員会女子部にて決定する。

１１.開閉会式 開会式は行わないが、閉会式は表彰式と合わせて実施する。全チーム参列すること。

表彰は優勝・準優勝・第３位までをチームごとに表彰する。

１２.そ の 他 (1)参加エントリー表については、所定のエントリ―表を10月10日までにメール

　にて事務局へ送信すること。（各支部女子部長よりまとめて送信してください。）

　◆(公財)広島県サッカー協会第４種委員会女子部　事務局　藤本　聡　迄

　　E-mail : kensaki@rk2.so-net.ne.jp　　℡：090-8603-5711

(2)６-(1)で規定をしているが、(公財)日本サッカー協会に選手登録申請中・変更手続き中

　を認めるものとして柔軟に対応する。

(3)第32回広島県少女サッカー大会に関する問い合わせ

　◆(公財)広島県サッカー協会第４種委員会女子部　部長　　森中　祐子

　　E-mail : ninoshima_sc@yahoo.co.jp　　℡ : 090-7975-1187

第32回　広島県少女サッカー大会　大会要項


